
１ 江別市の公費負担者番号

２ 受給者の一部負担金

〇『訪問看護療養費』は上記区分に関わらず総医療費の１割負担

（月額上限…住民税非課税世帯：8,000 円 住民税課税世帯：18,000 円）

※未就学児の訪問看護療養費の月額上限額については、受給者証では確認できませんので江別市役所

医療助成課までお問い合わせください。

〇※日本スポーツ振興センターの災害共済給付や就学援助など、他の制度を利用でき

る医療費は助成対象外です。

制 度 公費負担者番号

重度心身障がい者 ４７０１０１７８

ひとり親家庭等 ９５０１０１７９

子ども ９２０１０１７２

制 度 助成対象
受給者証

の記号
一部負担金

重度心身障がい者

（６５歳未満） 入通院

※精神障がいの

方は通院のみ

障初

もしくは

障課

「障初」「老初」「親初」「子初」

初診時一部負担金のみ

（医科：580 円 歯科：510 円

柔整：270 円

(子ども医療は柔整の負担金なし)）

「障課」「老課」「親課」「子課」

総医療費の１割負担

※小学生の入院及び未就学児の入通院

は「初診時一部負担金のみ」

※月額上限

通院のみ：18,000 円（年額上限：144,000 円）

入院含む：57,600 円（多数回該当：44,400 円）

【注】過去 12 ヶ月以内に月額上限に 3回以

上達した場合、4回目から多数回該当

重度心身障がい者

（６５歳以上）

老初

もしくは

老課

ひとり親家庭等
親：入院のみ

子：入通院

親初

もしくは

親課

子ども 入通院

子初

もしくは

子課

江別市医療費助成事業(重度心身障がい者・ひとり親家庭等・

子ども)について



○○○○医療費受給者証

△△△△△△△△

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日

北 海 道 江 別 市 長

有 効 期 間
令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

交付年月日 令和 年 月 日

発 行 機 関

名 及 び 印

受

給

者

公費負担者

番号

自 己 負 担

１ 割

【令和 8年３月末までは初診時一部負担金のみ】

【入院は初診時一部負担金のみ】

【注意点 １】

「○課」「○初」の表示により自己負担が

異なりますのでご注意ください。

≪表示の種類≫

①非課税世帯及び未就学児…「障初」「親初」「子初」

※課税世帯で、受給者が有効期間中に小学生にな

る場合は「〇課」の表示になります。

②課税世帯 …「障課」「親課」「子課」

※未就学の期間は、通院も「初診時一部負担金の

み」の負担となります（受給者証に記載あり）。

③障老（65 歳以上）非課税世帯 …「老初」

④障老（65 歳以上）課税世帯 …「老課」

【注意点 ２】

①重度医療の精神障がい者（受給者番号が「６」または

「７」で始まる受給者）の「入院」は助成対象外です。

②ひとり親医療の母・父（受給者番号が「１」で始ま

る受給者）の「通院」は助成対象外です。

【注意点 ４】

上段が..「１割」となっていても、下段に【 】書きの文言がある場合は、

【 】内の負担区分による徴収となります。

※「平成 31 年 4 月 2 日～令和 2 年 4 月 1 日生まれ」で「課税世帯」の場

合は、令和 8 年 4 月から「通院」が 1割負担となります。「【注意点 1】」

のとおり、「〇課」の受給者証が交付されますが、未就学の期間は「初診

時一部負担金のみ」の負担となります。

※小学生までの「入院」は、全世帯「初診時一部負担金のみ」です。

【注意点 ３】

通常の有効期間は「令和 8年 7月 31 日まで」です。

下記の場合は、7 月 31 日以前となることがあり

ますので、ご注意ください。

①重度医療→65 歳年齢到達者、精神障がい者

②ひとり親医療→18 歳から 20 歳年齢到達者

③子ども医療→中学 3年生

≪医療費受給者証の注意事項≫

①公費負担者番号：8桁 ②受給者番号：7桁

重度 →「47010178」

ひとり親→「95010179」

子ども →「92010172」

×××××××

【注意点 ５】

「訪問看護療養費」は、負担区分に関わらず総医療費の１割負担です。

（月額上限あり：非課税世帯 8,000 円、課税世帯 18,000 円）

※未就学児の訪問看護療養費の月額上限額については、受給者証では確

認できませんので江別市役所医療助成課までお問い合わせください。

受給者

番号


